
 

 

  

今月はジョブ型雇用についての３回目です。

今回は、ワークライフバランス（仕事と私生

活の両立）とジョブ型雇用について考えてい

きます。  

  

労労働働者者かかららのの申申しし出出にによよるるジジョョブブ型型のの解解除除  

  ジョブ型雇用と従来型雇用を併存させて

いる企業においては、ジョブ型で採用（＝

職務限定契約を締結）した労働者から、病

気や家庭の事情（育児や介護を含む）など

の私的理由から、ジョブ型の解除、すなわ

ち、限定契約から非限定契約への変更の申

し出がなされる可能性があります。 

 そもそも、ジョブ型雇用とワークライフ

バランスはどういう関係性になるのでしょ

うか。従来型雇用との比較およびいくつか

の視点でみていきます。 

 

成成果果主主義義的的側側面面かからら考考ええるる  

 第３回（９月号）でも述べた通り、従来

型雇用では職能給を前提とする賃金制度が

多く採用されていましたが、ジョブ型雇用

では、職務内容に着目した賃金制度が採ら

れることが一般的です。 

 従来型雇用では、いわゆるＯＪＴを含め、

上司が部下を指導育成するという場面がよ

く見られますし、それを想定した人事制度

となっていることが多いです。ジョブ型雇

用の場合には必ずしもそうではなく、特定

のジョブについて既に一定のスキルを持っ

ており、それに対して給与が支払われる、

という状況も多くあります。そうすると、

上司が日常的にその業務遂行状況をチェッ

クするということ自体、ジョブ型人事制度

において不可欠とは言い難く、労務提供に

あたっての時間的場所的制約を課す必然性

は乏しくなりそうです。特に、即戦力とし

て採用した高度専門職の場合は成果が重視

されるので、その傾向はより強くなります。 

 そのようなジョブ型人事制度における特

性に鑑みると、病気や家庭の事情が生じた

場合にジョブ型を解除しないと、仕事と私

生活の両立が難しくなるとは必ずしも言え

なさそうです。たとえば、自身の持病の治

療のための通院、子供の受験のための塾の

送迎などは日中の時間帯に発生するもので

あり、これが常態化すると、従来型雇用の

場合は、上司が業務遂行状況を確認するこ

とができず、適時の指導が行えない、など

の支障が生じる可能性があります。 

 しかしながら、ジョブ型雇用でそのよう

な上司からの日常的な指導が想定されてお

らず、自身の業務が原則として自己完結す

○ ジョブ型人事制度とワークライフバランスは相反するものではない 

○ 育児介護休業法の趣旨にも配慮する必要あり 

○ 女性活躍推進の観点からはジョブ型人事制度は一つの解決法になり得る 
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るような場合は、フレックス制度やテレワ

ークも活用することで、通院や家族の予定、

さらには自身の体調などに応じて仕事のス

ケジュールを立てられるというメリットも

あるのではないでしょうか。 

 一方、ジョブ型の場合は従来型雇用の場

合よりも、成果に着目されるという側面も

あります。 

 単に、スケジュール的に仕事との両立が

難しいだけでなく、一定の成果が求められ

るというプレッシャーの中、仕事と私生活

の両立をはかるのが精神的に困難（仕事の

ことを考える余裕がない）とか、物理的に

体力が落ちている中で従前のようなパフォ

ーマンスを発揮できないという状況もあり

えます。 

 また、頻繁に海外出張をしなければなら

ない、突発的業務が発生しがちであらかじ

め予定が組みにくいなどの事情で、私生活

との両立が難しいポジションもあるでしょ

う。 

 そうすると、ジョブ型人事制度が適用さ

れる従業員が、私的理由でジョブ型の解除

の申し入れを受けた場合には、フレックス

やテレワークの活用により、ジョブ型を前

提とした勤務も可能であることを説明し、

引き続き、同様に働いてもらうということ

を原則としつつ、高度専門職であるとか、

余人をもって代えがたいポジションであり、

出張や長時間労働が不可避であるような場

合には、期間限定でジョブ型からの解除を

認めるというような、当該ジョブの内容や

当該労働者のポジション・職責に応じた対

応を取るのが、有意な人材活用の観点から

は有益な方法でしょう。 

 

育育児児・・介介護護休休業業ととジジョョブブ型型雇雇用用  

 育児介護休業法はほぼ全ての労働者に適

用されます。したがって、ジョブ型人事制

度の適用を受ける労働者から、育児休業や

介護休業等、同法に基づく制度の利用の申

し出があった場合には当然に認められます。 

一方、たとえば、前述のように頻繁に海

外出張しなければならないポストの職種限

定契約である労働者から、休業からの復職

後に従前通りの出張は難しくなるなどの理

由でジョブ型を解除してほしいという申し

出を受けることも考えられます。 

繰り返し見てきたとおり、ジョブ型雇用

を職種限定契約としてとらえると、当該職

種に期待される職務遂行を全うできない以

上、当該雇用契約を解除するのが本来的な

筋です（頻繁に海外出張をしなければなら

ないポストというのは、たとえば「海外事

業部長」など、一定の高度の役職であるこ

とが考えられます。たとえば、従来型雇用

の場合は、復職後の数年間は、本人の同意

を得て、部長職を外すなどの対応も考えら

れるところです）。 

しかし、必ずしも、わが国において、ジ

ョブ型雇用＝職種限定契約としてとらえら

れているわけではなく、多くの企業では、

人材活用の方法として、ジョブ型雇用的要

素を取り入れているわけですから、そうす

ると、原理原則を徹底して解雇するという

のは本末転倒です。また、高度専門職とし

て期待されている人材の場合であっても、

その労働者が希望するのであれば、他の社

員と協働することにより、他の社員にとっ

ても多いに刺激になるでしょう。 

なお、2025 年４月１日施行の改正育児介

護休業法（令和６年法律第 42 号、令和６

年５月 31 日公布）では、子の年齢に応じ

た柔軟な働き方を実現するための措置の拡

充として、３歳になるまでの子を養育する

労働者に関し事業主が講ずる措置（努力義
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務）にテレワークが追加されていますし、

介護離職防止のための仕事と介護の両立支

援制度の強化等として、家族を介護する労

働者に関し事業主が講ずる措置（努力義務）

にテレワークが追加されています。 

 

ママミミーートトララッックク問問題題かからら考考ええるる  

 マミートラックとは、女性社員が産休や

育休等を取得している間に、昇進の機会を

逸して、他の同僚よりもキャリア形成が遅

れたり、復帰にあたり、担当業務や部署を

変更されてしまうことによりキャリア形成

が阻害されてしまう事象です。女性活躍推

進に取り組むうえでの課題とされています。

本来、男性社員であっても同じ問題は生じ

得るのですが、日本では、共働き世帯であ

っても、男性（夫）より女性（妻）のほう

が家事に費やす時間や労力が多い傾向にあ

ります。大阪・関西万博で女性をテーマに

したウーマンズパビリオンで本年 10 月９

日に開催された「ＡtoＷ」の発足会合で発

表された本年の都道府県版ジェンダー・ギ

ャップ指数では、「共働き家庭の家事・育

児などに使用する時間の男女格差」が東京

は全国４位なのに対し、大阪は 46 位との

ことで、よりその傾向は顕著なのかもしれ

ません。 

 従来型企業で定期的に昇進が実施されて

いる場合には、その実施時期に休職してい

れば、昇進のタイミングを失う、あるいは

同期よりも遅れて昇進することになります。 

 一方、ジョブ型人事制度の場合には、社

内公募の制度が整っていることも多く、休

職の時期や期間にかかわらず、自身のタイ

ミングでキャリアアップをはかることも可

能になります。 

 その意味では、マミートラック問題を考

える際に、ジョブ型人事制度というのは一

つの対応策になり得るのではないでしょう

か。 

 

ジジョョブブ型型ににおおけけるる管管理理職職へへのの昇昇進進 

 従来型雇用では、長期雇用の前提で、さ

まざまな部署・ポジションを経験し、その

中に、管理職への昇進も位置付けられてい

ました。逆に、ジョブ型で中途採用する場

合は、特定のジョブの特定のポジションが

想定されていることも多く、「昇進」とい

う概念とは少しずれがあります。その中間

のようなことになりますが、新卒や比較的

若年の時点からジョブ型人事制度が適用さ

れ、特定の部門での経験を積んでいる場合

には、特定の部門におけるスペシャリスト

が育成されることになります。 

 日本で多くみられるジョブ型人事制度で

は、ある部門の中での昇進ということは想

定されていることが多いはずですので、必

ずしも、ジョブ型人事制度と「昇進」とい

うものが相反するわけではありません。 
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